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平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ９ 日 
総 務 省 関 東 総 合 通 信 局 
関東広域地上デジタル放送推進協議会 
全国地上デジタル放送推進協議会 
総務省テレビ受信者支援センター 
社 団 法 人 デ ジ タ ル 放 送 推 進 協 会 

 

関東地域における地上デジタル放送推進に向けた取組強化（第１次） 

 

 総務省関東総合通信局（局長 武内
たけうち

信
のぶ

博
ひろ

）管内の１都６県（茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）においては、来年７月のアナログ放送終了・デジタ

ル放送への完全移行に向けて、ビル陰共聴施設の対応、集合住宅共聴施設の改修、ＵＨＦ

アンテナの設置等、他地域に比べて、大きな課題があります。 

そこで、これらの課題について、関係者が協力して、次の２０施策に取り組むこととし

ましたので、お知らせします。 

  

別紙：関東地域における地上デジタル放送推進に向けた取組強化（第１次） 

施策 １ ビル陰共聴の個別受信可能エリアにおける対策の強化 

施策 ２ ビル陰共聴施設への共聴スーパー装置の導入 

施策 ３ ビル陰共聴施設のデジタル化改修等の加速化 

施策 ４ 「デジサポ・法律家相談」の活用促進 

施策 ５ 集合住宅の地デジ対応確認キャンペーンの実施 

施策 ６ ビル陰共聴施設や集合住宅のデジタル対応への助成金活用 

施策 ７ 不動産業界との連携強化 

施策 ８ 工事業者を紹介する仕組みの構築 

施策 ９ 「アンテナチェックマップ（仮称）」の作成・公表 

施策１０ 「アンテナ！チェックキャンペーン（仮称）」の実施 

施策１１ 「Ｗｅｂすごろく（仮称）」による地デジ対応方法の診断 

施策１２ ポスター等の掲出 

施策１３ 地方公共団体の広報誌等による周知強化 

施策１４ 消防庁における「住警器」設置促進の取組との連携 

施策１５ 告知スーパーによる周知強化 

施策１６ アナログ放送の休止等 

施策１７ 放送番組による周知強化 

施策１８ テレビスポットによる周知強化 

施策１９ 地方新聞・ラジオによる周知 

施策２０ 進捗状況の把握 

 

003813
タイプライターテキスト

003813
タイプライターテキスト

003813
タイプライターテキスト

011074
テキストボックス
報道資料５

011074
長方形



2 
 

  

【連絡先】 

社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)  

総務省テレビ受信者支援センター（統

括本部） 

担当：榊、宇佐美 

電話: 03-6459-2785 

【連絡先】 

総務省 関東総合通信局 

デジタル放送受信者支援室 

担  当：山本、新井  

電 話：03-6238-1710 
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（別紙） 

 

関東地域における地上デジタル放送推進に向けた取組強化（第１次） 

 

 

施策１ ビル陰共聴の個別受信可能エリアにおける対策の強化 

 

受信障害が解消し、個別受信に移行することが可能なエリアで、地デジの良好な

受信状況やアンテナ設置・ケーブルテレビ移行等の必要性をチラシ等で面的に周知

する活動（エリア対策）を、関東全域で６百超の地域で集中的に実施する。 

また、アンテナ設置前にアンテナ受信が可能であることを簡単に確認できるよう、

地デジ専用アンテナキット（チューナーを含む）を一週間無料で貸し出す取組の活

用を、関東地域を中心に強力に推進する。 

 

 

施策２ ビル陰共聴施設への共聴スーパー装置の導入 

 

ビル陰共聴施設のデジタル化対応に不可欠な施設管理者から共聴施設利用者への

周知を促進するため、施設利用者のみに文字スーパーを効果的に表示可能な共聴ス

ーパー装置の導入を６月中に開始する。 

特に、未対応のビル陰共聴施設が集中する東京、埼玉、千葉、神奈川において、

共聴スーパー装置の積極的な活用を図る。 

 

 

施策３ ビル陰共聴施設のデジタル化改修等の加速化 

 

建造物等による受信障害が継続する施設で、デジタル化対応が遅れている施設に

対し、施設所有者等が実施するデジタル化対応作業について総合的なコンサルティ

ング等を行い、デジタル化完了まで具体的な課題解決を支援する（申込受付は６月

末まで）。 

 

 

施策４ 「デジサポ・法律家相談」の活用促進 

 

受信障害対策共聴施設に係るデジタル化対応に関連し、当事者間の協議の進展を

一層促進するため、法律家による相談業務を拡充し、マンションの理事会の場等で

相談に応じる「法律家出張相談」を東京都において４月２８日から受付開始。茨城、

栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川の各県においても６月１４日に受付を開始し、そ

の活用促進を図る。 
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施策５ 集合住宅の地デジ対応確認キャンペーンの実施 

 

他の地域と比較して大きく遅れている集合住宅のデジタル化対応を加速させるた

め、集合住宅の地デジ対応を無料で確認し、対応済の場合は「地デジカ・ステッカ

ー」を提供し、未対応の場合は診断カルテを作成して改修を促すキャンペーンを、

関東全域で３万５千件規模を目標に実施する（申込受付は８月末まで）。 

なお、本キャンペーンは「賃貸住宅フェア２０１０in東京」（６月１５～１６日、

東京ビックサイト）など不動産業界関係者が集まるイベント会場でも、賃貸住宅オ

ーナーや賃貸管理会社等へ活用を呼びかける。 

  

 

施策６ ビル陰共聴施設や集合住宅のデジタル対応への助成金活用 

 

ビル陰共聴施設や集合住宅共聴施設のデジタル化改修については、助成金制度を

設けているが、この助成金が関東地域で有効に活用され、ビル陰共聴施設の対応及

び集合住宅共聴施設の改修が一層促進するよう、周知広報等を強化する。 

（参考） 

ビル陰共聴施設改修の助成金制度の概要（別添１） 

集合住宅共聴施設改修の助成金制度の概要（別添２） 

 

 

施策７ 不動産業界との連携強化 

 

関東地域の重要課題であるビル陰共聴や集合住宅のデジタル対応を促進するため、

不動産業界との定期的な連絡体制を構築するとともに、総務省と関連省庁が連携し

て不動産関係団体等に対する協力要請を行う等、不動産業界との連携を強化する。 

 

 

施策８ 工事業者を紹介する仕組みの構築 

 

ビル陰共聴施設の対応、集合住宅共聴施設の改修、ＵＨＦアンテナの設置等につ

いて、デジサポに相談があった場合には、相談者の意向を確認した上で、近隣の工

事業者のうち登録を希望する工事業者をリスト化した資料（「地デジ化協力店リス

ト」）を手交したり、「地デジ化協力店リスト」に掲載されている工事業者の連絡先

を口頭で紹介したりする仕組みを、本年６月中に構築し、すみやかに運用を開始す

る。 

また、デジサポのウェブサイトでも、「地デジ化協力店リスト」を掲載する。 

なお、「地デジ化協力店リスト」については適宜更新を行う。 
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施策９ 「アンテナチェックマップ（仮称）」の作成・公表 

  

本年６月末までに、関東地域において、ＵＨＦアンテナの設置・交換が必要な可

能性の高い地域を地図上に表示した「アンテナチェックマップ（仮称）」を作成し、

デジサポのウェブサイトに公開する。 

また、作成したマップを、関係地方公共団体や地元の電器店、量販店、工事業者

などに情報提供を行う。 

 

 

施策１０ 「アンテナ！チェックキャンペーン（仮称）」の実施 

 

本年９月から１２月までを、ＵＨＦアンテナ設置を働きかけるキャンペーン期間

と位置づけて、関係者の協力を得て「アンテナ！チェックキャンペーン（仮称）」を

計画する。  

（例） 

・アンテナ設置世帯へのプレゼント企画 

・地元電器店やケーブルテレビ事業者等の協力を得て、「ＶＨＦアンテナバスタ

ーズ（仮称）」を結成し、ＵＨＦアンテナ未設置建物・世帯への訪問対応を実

施 

キャンペーンの具体的内容については、決まり次第、公表を行う。 

 

 

施策１１ 「Ｗｅｂすごろく（仮称）」による地デジ対応方法の診断 

 

本年６月末までに、デジサポのウェブサイトにおいて、利用者が自らの受信形態

等を選択することにより、地上デジタル放送への対応方法を診断できる「Ｗｅｂす

ごろく（仮称）」を開設する。この「Ｗｅｂすごろく（仮称）」を活用し、アンテナ

交換等の対応が必要な世帯等に、対応の必要性・方法を認識・理解していただき早

期の対応を促す。 

 

 

施策１２ ポスター等の掲出 

  

ビル陰共聴施設の対応、集合住宅共聴施設の改修、ＵＨＦアンテナの設置等の課

題について、注意喚起をするポスター等を、本年 6月末までに作成し、公共施設や

電器店・量販店などに掲出を働きかける。 

街頭の大型ビジョンや量販店の店頭ディスプレイにおいて、これらの課題に関す

る注意喚起の映像を流していただけるよう、大型ビジョンの施設管理者や量販店に

働きかける。 
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施策１３ 地方公共団体の広報誌等による周知強化 

 

 ビル陰共聴施設の対応、集合住宅共聴施設の改修、ＵＨＦアンテナの設置等の課

題について、特に対応が必要な世帯が多い東京、埼玉、千葉、神奈川の全ての地方

公共団体の広報誌に、これらの課題に関する注意喚起の記事が、年内に最低１回は

掲載されるよう、各都県や各市区町村に働きかけを行う。 

また、これらの課題に関するチラシが、年内に最低１回は回覧板で回覧されるよ

う、各市区町村に働きかける。 

 

 

施策１４ 消防庁における「住警器」設置促進の取組との連携 

 

消防庁における「住宅用火災警報器」設置促進の取組と連携して、アンテナ交換・

設置など、地上デジタル放送への早期対応を働きかける。 

例えば、連携が可能な地区を選定し、当該地区において、防火クラブにデジサポ

が同行して高齢者宅等を戸別訪問し、地上デジタル放送への対応（デジタル受信機

の購入だけではなくアンテナ交換・設置などが必要な場合があること等）への注意

喚起を行うことなどの取組を実施する。 

（参考）消防法に基づき、平成２３年６月までに、条例により、全市町村で住宅へ

の「住宅用火災警報器」の設置が義務化される予定。 

 

施策１５ 告知スーパーによる周知強化 

 

アナログ放送において、可能な限り、ビル陰共聴施設の対応、集合住宅共聴施設

の改修、ＵＨＦアンテナ設置等の課題について、注意喚起を促す告知スーパーを流

す。 

本年７月５日から、アナログ放送が、原則常時レターボックス化することを踏ま

え、原則全てのアナログ放送番組において、告知スーパーを表示することとする。 

 

 

施策１６ アナログ放送の休止等 

 

アナログ放送の視聴者（特に、未対応のビル陰共聴施設や集合住宅共聴施設を利

用している世帯、ＵＨＦアンテナの設置等が必要な世帯）に、アナログ放送が終了

することを明確に認識していただき、早期にデジタル放送に対応していただくため

に、７月４日に『全国一斉地デジ化テスト』の放送を実施する。またそれ以降につ

いては、７月４日の結果等を踏まえて取組を検討する。 
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施策１７ 放送番組による周知強化 

 

地上放送事業者は、関東地域の課題について、注意喚起を行うとともに、必要な

対応などを丁寧に解説した番組の放送を行う。 

ＮＨＫでは、「いっと６けん」などの関東ローカル番組や特集番組等を活用した周

知に取り組む。 

民放では７月以降、通常番組における一定の周知に加え、特に強化月間において、

番組による周知の一層の拡充を図るとともに、それに関連した局広報･番組宣伝等に

よる周知に努める。 

（参考）2010年度の強化月間 

 7月 テレビ東京、 8月 日本テレビ、9月 テレビ朝日、 

11月 ＴＢＳテレビ、1月 フジテレビ 

 

 

施策１８ テレビスポットによる周知強化 

 

    ＵＨＦアンテナ設置を促進するための「新たなテレビスポット」（「蛍の光」篇）

を、本日から放送する。 

また７月以降、ビル陰共聴施設の対応、集合住宅共聴施設の改修、ＵＨＦアンテ

ナの設置等の課題に関するスポットを中心に、総務省地デジコールセンターの受付

時間を配慮して放送できるよう努める。 

（参考）総務省地デジコールセンターの受付時間 

    平   日：９：００～２１：００ 

    土日・祝日：９：００～１８：００ 

 

 

施策１９ 地方新聞・ラジオによる周知 

      

関東地域の新聞で、ビル陰共聴施設の対応、集合住宅共聴施設の改修、ＵＨＦア

ンテナの設置等の対応方法を分かりやすく示すような新聞広告を行う。 

また、関東地域のラジオで、注意喚起のスポットによる周知を行う。 

 

 
施策２０ 進捗状況の把握 

 
関東地域におけるビル陰共聴施設及び集合住宅の施設数は、別添３のとおりであ

る。これらについて、今後の目標を定め、定期的に進捗を把握する。 
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（別添３） 

 

受信障害対策共聴施設・集合住宅共聴施設ロードマップ（平成２２年３月版、平成２２年５月２

７日公表）における各都県の 2010年 3月末の状況及び 2011 年 3月末の目標（市区町村別状況及び

目標の合計値）は以下のとおり。なお、2011 年 3月末の目標を達成するため、2010 年 9月末、12

月末の目標を以下のとおりとする。 

 

東京都の現状と目標 

 現在の対応済施設数 

【2010.3末現在】 

（対応済率） 

当面の目標対応施設数 

【2010.9末現在】 

（対応済率） 

【2010.12末現在】 

（対応済率） 

【2011.3末現在】 

（対応済率） 

ビル陰共聴 

（10,808施設） 

４，５９５施設 

（４３％） 

８，１０６施設 

（７５％） 

９，１８７施設 

（８５％） 

９，７２７施設 

（９０％） 

集合住宅 

（36.2 万施設） 

１７．８万施設 

（４９％） 

２７．２万施設 

（７５％） 

３０．８万施設 

（８５％） 

３４．４万施設 

（９５％） 

埼玉県の現状と目標 

 現在の対応済施設数 

【2010.3末現在】 

（対応済率） 

当面の目標対応施設数 

【2010.9末現在】 

（対応済率） 

【2010.12末現在】 

（対応済率） 

【2011.3末現在】 

（対応済率） 

ビル陰共聴 

（2,861施設） 

１，４０５施設 

（４９％） 

２，２８９施設 

（８０％） 

２，４３２施設 

（８５％） 

２，５７５施設 

（９０％） 

集合住宅 

（12.5 万施設） 

５．４万施設 

（４３％） 

１０．０万施設 

（８０％） 

１１．３万施設 

（９０％） 

１１．９万施設 

（９５％） 

神奈川県の現状と目標 

 現在の対応済施設数 

【2010.3末現在】 

（対応済率） 

当面の目標対応施設数 

【2010.9末現在】 

（対応済率） 

【2010.12末現在】 

（対応済率） 

【2011.3末現在】 

（対応済率） 

ビル陰共聴 

（4,205施設） 

１，９４１施設 

（４６％） 

３，１５４施設 

（７５％） 

３，５７４施設 

（８５％） 

３，７８５施設 

（９０％） 

集合住宅 

（18.7 万施設） 

１１．０万施設 

（５９％） 

１５．９万施設 

（８５％） 

１６．８万施設 

（９０％） 

１７．８万施設 

（９５％） 
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千葉県の現状と目標 

 現在の対応済施設数 

【2010.3末現在】 

（対応済率） 

当面の目標対応施設数 

【2010.9末現在】 

（対応済率） 

【2010.12末現在】 

（対応済率） 

【2011.3末現在】 

（対応済率） 

ビル陰共聴 

（2,157施設） 

８１２施設 

（３８％） 

１，６１８施設 

（７５％） 

１，８３３施設 

（８５％） 

１，９４１施設 

（９０％） 

集合住宅 

（9.8万施設） 

５．５万施設 

（５７％） 

８．３万施設 

（８５％） 

８．８万施設 

（９０％） 

９．３万施設 

（９５％） 

茨城県の現状と目標 

 現在の対応済施設数 

【2010.3末現在】 

（対応済率） 

当面の目標対応施設数 

【2010.9末現在】 

（対応済率） 

【2010.12末現在】 

（対応済率） 

【2011.3末現在】 

（対応済率） 

ビル陰共聴 

（489施設） 

１９１施設 

（３９％） 

３６７施設 

（７５％） 

４１６施設 

（８５％） 

４４０施設 

（９０％） 

集合住宅 

（4.0万施設） 

１．９万施設 

（４７％） 

３．２万施設 

（８０％） 

３．６万施設 

（９０％） 

３．８万施設 

（９５％） 

栃木県の現状と目標 

 現在の対応済施設数 

【2010.3末現在】 

（対応済率） 

当面の目標対応施設数 

【2010.9末現在】 

（対応済率） 

【2010.12末現在】 

（対応済率） 

【2011.3末現在】 

（対応済率） 

ビル陰共聴 

（272施設） 

１７８施設 

（６５％） 

２１８施設 

（８０％） 

２３１施設 

（８５％） 

２４５施設 

（９０％） 

集合住宅 

（3.2万施設） 

２．５万施設 

（７８％） 

２．９万施設 

（９０％） 

３．０万施設 

（９３％） 

３．０万施設 

（９５％） 

群馬県の現状と目標 

 現在の対応済施設数 

【2010.3末現在】 

（対応済率） 

当面の目標対応施設数 

【2010.9末現在】 

（対応済率） 

【2010.12末現在】 

（対応済率） 

【2011.3末現在】 

（対応済率） 

ビル陰共聴 

（688施設） 

５１４施設 

（７５％） 

５８５施設 

（８５％） 

６０５施設 

（８８％） 

６１９施設 

（９０％） 

集合住宅 

（2.8万施設） 

２．３万施設 

（８４％） 

２．６万施設 

（９３％） 

２．６万施設 

（９４％） 

２．７万施設 

（９５％） 

 

 




